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申
告
書
の
「
控
」
が
必
要
な
方

は
、
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
を
明

記
し
た
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

【
市
・
都
民
税
】

　

封
筒
の
表
に
、
「
市
・
都
民
税

申
告
書
在
中
」
と
明
記
し
、
市
民

税
課
へ

【
所
得
税
】

　

封
筒
の
表
に
、
「
確
定
申
告
書

在
中
」
と
明
記
し
、
武
蔵
野
税
務

署
へ

 　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が　

万
円
以
下
で
、
か
つ
、

４００

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が　

万
円
以
下
で
あ

２０

る
方
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な

い
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
て

い
る
方
は
除
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
場
合
で
も
、
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
に
は
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
の

方
で
も
、
医
療
費
控
除
、
各
種
保

険
料
控
除
な
ど
を
追
加
す
る
こ
と

で
、
市
・
都
民
税
が
減
額
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。

 　

税
制
改
正
に
よ
り
医
療
費
控
除

申
告
書
の
提
出
は

申
告
書
の
提
出
は　
　
　
　
　
　

郵
送
で
も
行
え
ま

郵
送
で
も
行
え
ま
すす

公
的
年
金
等
を

公
的
年
金
等
を　
　
　
　
　
　
　

受
給
し
て
い
る
方

受
給
し
て
い
る
方
へへ

医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の

医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の　

手
続
き
が
変
わ
り
ま
し

手
続
き
が
変
わ
り
ま
し
たた

を
受
け
る
際
に
は
領
収
書
の
提
出

の
代
わ
り
に
「
医
療
費
控
除
明
細

書
」
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し

た
。

※
▽
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で

５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
▽
平
成　

年
分
～
令
和
元
年
分

２９

（
平
成　

年
度
～
令
和
２
年
度
）

３０

ま
で
の
市
・
都
民
税
申
告
、
確
定

申
告
に
つ
い
て
は
領
収
書
の
添
付

ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き

ま
す
▽
令
和
２
年
分
（
令
和
３
年

度
）
か
ら
は
明
細
書
の
添
付
が
必

要
と
な
り
、
領
収
書
で
は
申
告
で

き
ま
せ
ん

 　

税
制
改
正
に
よ
り
令
和
元
年　
１０

月
１
日
～
令
和
２
年　

月　

日
ま

１２

３１

で
の
間
に
住
宅
取
得
等
を
し
て
、

居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
は
、
次

の
見
直
し
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
消
費
税　

％
で
な
い
住
宅

１０

取
得
等
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
。

▽
適
用
年
数
の
延
長
＝
現
行
の　
１０

年
か
ら　

年
へ
延
長
さ
れ
ま
す
。

１３

▽
控
除
額
の
見
直
し
＝　

年
目
以

１１

降
の
３
年
間
は
消
費
税
率
な
ど
の

２
％
引
き
上
げ
分
の
負
担
に
着
目

し
た
控
除
額
の
上
限
が
設
定
さ
れ

ま
す
。
各
年
に
お
い
て
は
、
①
建

物
購
入
価
格
の
２
％
×
３
分
の
１

②
住
宅
ロ
ー
ン
年
末
残
高
の
１
％

の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
が
所
得

税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
税
で
控
除
し
き
れ

な
い
額
を
市
・
都
民
税
に
適
用
す

る
場
合
に
は
改
正
前
の
制
度
か
ら

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
がが

拡
充
さ
れ
ま
し

拡
充
さ
れ
ま
し
たた

in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

 　

市
の
将
来
の
ま
ち
の
あ
る
べ
き

姿
や
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
を
示
し

た
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

策
定
の
一
環
と
し
て
、
２
月
下
旬

に
郵
送
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

ま
す
。

　

併
せ
て
、
優
先
整
備
路
線
の
都

市
計
画
道
路
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ

ー
ト
も
同
封
し
ま
す
の
で
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

 

令
和
２
年
２
月
１
日
現
在　

歳
１８

以
上
で
、
住
民
基
本
台
帳
か
ら
無

作
為
に
抽
出
し
た
３
千
人

■
回
答
方
法
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に

回
答
を
明
記
し
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い

 

都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
９
）

０４２

３８７

 
【
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　

運
営
協
議
会
】

　

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
「
き

ら
り
」
の
業
務
内
容
等
を
検
証
す

る
た
め
協
議
し
ま
す
。

 

３
人
（
多
数
抽
選
）

 

同
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
て
い

る
、
ま
た
は
、
し
た
こ
と
の
あ
る

児
童
の
保
護
者

■
任
期
４
月
１
日
～
令
和
４
年
３

月　

日
（
年
４
回
程
度
開
催
）

３１
■
応
募
用
紙
配
布
場
所
２
月　

日
１７

か
ら
、
自
立
生
活
支
援
課
（
市
役

所
第
二
庁
舎
２
階
）
、
同
セ
ン
タ

ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

２
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

２８

直
接
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

対問委
員
募
集

定対申

Ｅ
メ
ー
ル
で
応
募
用
紙
を
自
立
生

活
支
援
課
障
害
福
祉
係
（
〒　

儿
１８４

８
５
０
４
住
所
不
要
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
４
８ 
　

儿　

儿
２
５
２
４

０４２

３８４

 

s0
5
0
2
9
9
@
ko
gan
ei-sh

i.j

p

）
へ

【
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　

策
定
委
員
会
】

　

住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定

に
当
た
り
、
市
の
住
宅
事
情
お
よ

び
地
域
特
性
に
応
じ
た
住
宅
施
策

を
協
議
し
ま
す
。

 

３
人
（
選
考
）

 

市
内
在
住
で
令
和
２
年
２
月　
１７

日
現
在　

歳
以
上
の
方

１８

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
４
年
３
月

　

日
３１
 

２
月　

日
～　

日
（
消
印
有

１７

２８

効
）
ま
で
に
、
直
接
、
郵
送
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
で
小
論
文
（
千
字
以

内
・
課
題
＝
「
小
金
井
市
の
暮
ら

し
の
魅
力
と
住
ま
い
を
め
ぐ
る
課

題
に
つ
い
て
」
）・
住
所
・
氏

名
・
生
年
月
日
・
性
別
・
電
話
番

号
・
職
業
を
明
記
し
、
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
住
宅
係
（
〒　

儿
８
５

１８４

０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁

舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８
６
１ 

０４２

３８７

　

儿　

儿
２
３
３
１
）
へ

０４２

３８７們
們
◇
共　

通
◇
們
們

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

 

▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
選

考
基
準
・
方
法
、
開
催
回
数
等
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

 
【
市
議
会
定
例
会
】

　

令
和
２
年
第
１
回
小
金
井
市
議

会
定
例
会
が
、
２
月　

日
（
水
）

１９

か
ら
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

原
則
、
午
前　

時
か
ら
、
本
会

１０

議
は
議
場
（
市
役
所
本
庁
舎
４

階
）
、
委
員
会
は
第
一
会
議
室

FAX

糸定対申

FAX

他市
議
会
の
傍
聴
に

お
越
し
く
だ
さ
い

（
同
３
階
）
で
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
な
問
題
や
市
の

重
要
案
件
が
ど
の
よ
う
に
審
議
・

決
定
さ
れ
て
い
く
か
な
ど
を
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
傍
聴
を
お
勧

め
し
ま
す
。

【
２
月　

日
は
日
曜
議
会
】

２３

　

市
議
会
で
は
、
平
日
に
仕
事
な

ど
で
傍
聴
に
来
ら
れ
な
い
方
に

も
、
会
議
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
日
曜
議
会
を
開
催
し

ま
す
。

 

２
月　

日（
祝
）午
前　

時
か
ら

２３

１０

 

令
和
２
年
度
施
政
方
針
（
２
月

　

日
の
本
会
議
で
市
長
が
表
明
）

１９に
対
す
る
各
会
派
か
ら
の
質
問
※

質
問
内
容
は
、
２
月
下
旬
か
ら
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す

 

手
話
通
訳
あ
り

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

市
議
会
の
傍
聴
は
ど
な
た
で
も

で
き
ま
す
が
、
議
会
事
務
局
で
簡

単
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
議
会
の
日
程
、
議
案
な

ど
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

 

議
会
事
務
局
（
市
役
所
本
庁
舎

４
階
☎　

儿　

儿
９
９
４
７ 
　

０４２

３８７

０４２

儿　

儿
１
２
２
５
）

３８７

 　

市
税
の
口
座
振
替
は
、
指
定
の

預
・
貯
金
口
座
か
ら
、
各
納
期
限

の
日
に
各
種
の
税
を
自
動
的
に
納

付
で
き
ま
す
。

　

納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
な
る

た
め
、
大
変
便
利
な
制
度
で
す
。

　

口
座
振
替
で
き
る
市
税
は
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
市
・

都
民
税
（
普
通
徴
収
分
）
、
軽
自

動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
（
普

通
徴
収
分
）
で
す
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
で
６
月
車

時内他問

FAX

市
税
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で

検
の
方
は
、
継
続
検
査
（
車
検
）

用
納
税
証
明
書
の
送
付
に
納
期
限

後
２
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

直
接
、
①
市
内
の
金
融
機
関
ま

た
は
②
市
納
税
課
へ

※
①
▽
手
続
き
に
は
、
１
か
月
半

ほ
ど
か
か
り
ま
す
▽
市
外
の
金
融

機
関
の
窓
口
で
お
申
し
込
み
の
方

に
は
、
申
込
用
紙
を
郵
送
し
ま
す

②
▽
ご
本
人
名
義
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
▽
一
部
利
用
で
き
な

い
金
融
機
関
が
あ
り
ま
す

 

納
税
課
管
理
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
２

０４２

３８７

５
）

 　

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
軽
自

動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

廃
棄
処
分
や
他
人
に
譲
る
な
ど

し
、
廃
車
や
名
義
変
更
の
届
け
出

を
し
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
を
し
な
い
と
、
引
き
続
き
所
有

者
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

▽
原
動
機
付
自
転
車
（　

㏄
以

１２５

下
）
＝
市
民
税
課
諸
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
０
）
▽
軽
二
輪
等

３８７
＝
東
京
運
輸
支
局
多
摩
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所
（
☎　

儿
５
５
４

０５０

０
儿
２
０
３
３
）
▽
軽
四
輪
等
＝

軽
自
動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所

（
☎　

儿
３
８
１
６
儿
３
１
０
４
）

０５０

 　

図
書
館
の
子
ど
も
向
け
「
お
は

な
し
会
」
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
と
協
働
し
て
運
営
し
て
い
ま

申問軽
自
動
車
等
の
廃
車
・

名
義
変
更
は
３
月
中
に

問図
書
館
「
お
は
な
し
会
」

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
募
集

す
。
令
和
２
年
度
に
参
加
を
希
望

す
る
団
体
を
募
集
す
る
に
当
た

り
、
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

 

３
月
４
日
（
水
）
午
前　

時　
１０

３０

分
～　

時　

分

１１

３０

 

前
原
暫
定
集
会
施
設

 

当
日
直
接
会
場
へ

※
新
規
の
団
体
は
、
２
月　

日
ま

２１

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

 

図
書
館
本
館
（
☎　

儿　

儿
１

０４２

３８３

１
３
８
）

 
【
都
ク
イ
ッ
ク
融
資
を
利
用
し
て

　

い
る
商
工
業
者
の
皆
さ
ん
へ
】

　

地
元
商
工
業
の
活
性
化
支
援
の

た
め
に
、
商
工
業
者
（
法
人
・
個

人
）が
東
京
都
制
度
融
資
の
ク
イ
ッ

ク
融
資
（
略
称
「
つ
な
ぎ
」）
を
利

用
し
て
市
と
契
約
し
た
金
融
機
関

か
ら
借
り
受
け
た
事
業
資
金
の
融

資
に
つ
い
て
、
令
和
元
年　

月
～

１０

令
和
２
年
３
月
の
支
払
利
子
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

【
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
対
象
に
し

　

た
利
子
補
給
制
度
】

　

市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
）が
市
と
契
約
し
た
金
融
機
関

か
ら
借
り
受
け
た
、
特
定
非
営
利

活
動
に
係
る
事
業
資
金
の
融
資
に

つ
い
て
、
令
和
元
年　

月
～
令
和

１０

２
年
３
月
の
支
払
利
子
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

制
度
内
容
、
申
込
資
格
、
必
要
書

類
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

必
要
書
類
の
準
備
に
時
間
を
要

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
請
受
付
期
間
２
月　

日（
金
）

１４

～
３
月
６
日
（
金
）

 

経
済
課
産
業
振
興
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７ 時所申問各
種
利
子
補
給
制
度

問

申
告
共
通
事

申
告
共
通
事
項項


